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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機と凝縮器と膨張機構と蒸発器とからなる冷凍サイクルを有する製氷装置であって
、
　上下方向に直線的に延在する穴の上端に吐出口を有するとともに下部に製氷水の導入口
を有する製氷室が形成された製氷筒体と、
　前記導入口を介して製氷室内に供給された製氷水を凍らせるように前記製氷筒体を冷却
する蒸発器及び前記製氷筒体における製氷室の上方域に位置して当該製氷室の軸線を横切
る氷片形成部を有するアイスブレーカーと
　を備え、
　前記製氷筒体における製氷室は、下部側から上部側に向かうに従って断面積が漸増する
テーパー状部分を有してなり、前記蒸発器による冷却により製氷水が氷に変化するときの
体積膨張による圧力を、前記氷を押し上げる推進力として前記製氷室内を上方に進行する
柱状の氷塊を形成し、製氷の進行により製氷室の吐出口から押し出された柱状の氷塊の進
行方向をアイスブレーカーの氷片形成部に当接させて柱状の氷塊が破壊応力を超えて折れ
る態様で方向転換させて氷片を形成することを特徴とする製氷装置。
【請求項２】
　前記製氷室のテーパー状部分は、該テーパー状部分の下端の断面積に対する該下端以外
の断面積の比が１より大きく１．０９以下となる態様で勾配が定められていることを特徴
とする請求項１に記載の製氷装置。
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【請求項３】
　前記製氷室は、製氷水を導入する導入口に臨む下部域よりも上方の部位を製氷領域とし
、当該製氷領域が前記テーパー状部分として形成されてなることを特徴とする請求項１に
記載の製氷装置。
【請求項４】
　前記製氷室の下部域と、その下部域よりも上方の製氷領域との境界箇所に下部域の断面
積が製氷領域の断面積よりも小さくなる下部段差が形成されていることを特徴とする請求
項３に記載の製氷装置。
【請求項５】
　前記製氷室は、円柱体からなる製氷筒体の周縁に沿って相互に所定の間隔をおいて複数
形成されてなることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の製氷装置。
【請求項６】
　前記製氷筒体の下端には複数の製氷室の下部に設けたそれぞれの導入口に連通する窪み
が形成され、その窪みの中心部に下方に延在する逆円錐状の突起を有することを特徴とす
る請求項５に記載の製氷装置。
【請求項７】
　前記蒸発器は、製氷筒体の外周面に巻回されたパイプ状の形態を成すことを特徴とする
請求項１に記載の製氷装置。
【請求項８】
　前記製氷水を定量的に加圧して前記製氷室に供給する供給手段を備えたことを特徴とす
る請求項１に記載の製氷装置。
【請求項９】
　前記製氷室の上部域と、その上部域よりも下方の製氷領域との境界箇所に上部域の断面
積が製氷領域の断面積よりも大きくなる上部段差が形成されていることを特徴とする請求
項３又は請求項４に記載の製氷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、圧縮機と凝縮器と膨張機構と蒸発器とからなる冷凍サイクルを有する製氷
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の圧縮機と凝縮器と膨張機構と蒸発器とからなる冷凍サイクルを有する製氷装置
として、オーガ式製氷機が知られている（例えば、特許文献１）。このオーガ式製氷機は
、供給された水から氷片を製氷する断熱構造の製氷部を備えている。
【０００３】
　製氷部は、円筒状の製氷筒の外周面に冷凍サイクルを構成するパイプ状の蒸発器が巻回
されるとともにその周囲を断熱材で包囲されることにより断熱構造として形成されている
。この製氷部は、製氷筒の底部に供給された水を冷凍サイクルの運転により製氷筒内壁面
に着氷させる。その一方、製氷部は、製氷筒内に配設され、かつ減速機を介して連結され
た駆動モータにより回転するオーガ（スクリュー状の回転式切削刃）により、製氷筒内壁
面に着氷した薄氷をフレーク状に切削して押し上げるとともにオーガの上方に設けられた
氷圧縮用の押出しヘッドにより圧縮して固形化したうえで押出しヘッドの先端部で切断し
てチップ状の氷片を形成するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実公昭６１－２８９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　この種のオーガ式製氷機においては、小型で製氷能力が高い点で優れている。しかしな
がら、オーガ式製氷機は、駆動モータの駆動力により製氷筒内壁面に着氷した薄氷をフレ
ーク状に切削して押し上げるとともにオーガの上方に設けられた氷圧縮用の押出しヘッド
により圧縮して固形化するように構成されていることから次のような問題があった。
【０００６】
　すなわち、オーガを駆動する駆動モータを必要とし、また押出しヘッドに氷が詰まると
駆動モータがロックすることから駆動モータがロックすることがないように種々の対策を
施さねばならないという問題があった。
【０００７】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、駆動源を必要とせずに固形化した氷を
一方向に押出したうえでチップ状の氷片を形成することが可能な製氷装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　発明者らは上記課題を解決するため種々検討した結果、水が氷点下以下の温度で個体に
変化する過程において体積が膨張する点に着目し、その体積膨張による圧力を、氷を一方
向に押し出す推進力として利用することによって駆動源レスによりチップ状の氷片を形成
する発明を得るに至ったものである。
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る製氷装置は、圧縮機と凝縮器と膨張機構と蒸
発器からなる冷凍サイクルを有する製氷装置である。上下方向に直線的に延在する穴の上
端に吐出口を有するとともに下部に製氷水の導入口を有する製氷室が形成された製氷筒体
と、前記導入口を介して製氷室内に供給された製氷水を凍らせるように前記製氷筒体を冷
却する蒸発器及び前記製氷筒体における製氷室の上方域に位置して当該製氷室の軸線を横
切る氷片形成部を有するアイスブレーカーとを備えている。前記製氷筒体における製氷室
は、下部側から上部側に向かうに従って断面積が漸増するテーパー状部分を有してなり、
前記蒸発器による冷却により製氷水が氷に変化するときの体積膨張による圧力を、前記氷
を押し上げる推進力として前記製氷室内を上方に進行する柱状の氷塊を形成し、製氷の進
行により製氷室の吐出口から押し出された柱状の氷塊の進行方向をアイスブレーカーの氷
片形成部に当接させて柱状の氷塊が破壊応力を超えて折れる態様で方向転換させて氷片を
形成することを特徴とする。
【００１０】
　また本発明は、上記製氷装置において、前記製氷室のテーパー状部分は、該テーパー状
部分の下端の断面積に対する該下端以外の断面積の比が１より大きく１．０９以下となる
態様で勾配が定められていることを特徴とする。
【００１１】
　また本発明は、上記製氷装置において、前記製氷室は、製氷水を導入する導入口に臨む
下部域よりも上方の部位を製氷領域とし、当該製氷領域が前記テーパー状部分として形成
されてなることを特徴とする。
【００１２】
　また本発明は、上記製氷装置において、前記製氷室の下部域と、その下部域よりも上方
の製氷領域との境界箇所に下部域の断面積が製氷領域の断面積よりも小さくなる下部段差
が形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　また本発明は、上記製氷装置において、前記製氷室は、円柱体からなる製氷筒体の周縁
に沿って相互に所定の間隔をおいて複数形成されてなることを特徴とする。
【００１４】
　また本発明は、上記製氷装置において、前記製氷筒体の下端には複数の製氷室の下部に
設けたそれぞれの導入口に連通する窪みが形成され、その窪みの中心部に下方に延在する
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逆円錐状の突起を有することを特徴とする。
【００１５】
　また本発明は、上記製氷装置において、前記蒸発器は、製氷筒体の外周面に巻回された
パイプ状の蒸発器であることを特徴とする。
【００１６】
　また本発明は、上記製氷装置において、前記製氷水を定量的に加圧して前記製氷室に供
給する供給手段を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　また本発明は、上記製氷装置において、前記製氷室の上部域と、その上部域よりも下方
の製氷領域との境界箇所に上部域の断面積が製氷領域の断面積よりも大きくなる上部段差
が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、製氷水が氷になるときの体積膨張による圧力で氷を所定方向に進行さ
せる推進力として駆動源レスによりチップ状の氷片を形成することができ、オーガ式製氷
機のように、製氷筒内壁面に着氷した薄氷をフレーク状に切削して押し上げるオーガを駆
動する駆動モータを必要とせずにチップ状の氷片を形成することが可能となるという効果
を奏する。
【００１９】
　また本発明によれば、製氷室のテーパー状部分の勾配を所定の範囲内にしているので、
製氷水が氷になるときの体積膨張を製氷室で製氷された氷を押し上げる推進力として有効
利用できるという効果を奏する。
【００２０】
　また本発明によれば、製氷室の製氷領域がテーパー状部分として形成されているので、
製氷室の下部域に製氷水が流動する部位を有することから製氷室全体（特に、製氷水が供
給される下部域）が氷結して製氷水が供給されなくなるおそれをなくすことが可能になる
という効果を奏する。
【００２１】
　また本発明によれば、製氷室の下部域と、その下部域よりも上方の製氷領域との境界箇
所に、下部域の断面積が製氷領域の断面積よりも小さくなることで下部段差が形成されて
いるので、製氷室で製氷された氷が製氷室の下部域に進行することを防止することができ
るとともに製氷水が氷になるときの体積膨張の圧力を受ける段差面からの反力を氷を押し
上げる推進力とすることができるという効果を奏する。
【００２２】
　また本発明によれば、製氷室は、製氷筒体の周縁に沿って相互に所定の間隔をおいて複
数形成されてなるので、氷片の作製能力を向上させることができるという効果を奏する。
【００２３】
　また本発明によれば、製氷筒体の下端には複数の製氷室の下部に設けたそれぞれの導入
口に連通する窪みの中心部に逆円錐状の突起が下方に向けて延在しているので、製氷水か
ら発生する空気泡が滞留するのを防止することができるという効果を奏する。
【００２４】
　また本発明置によれば、蒸発器が製氷筒体の外周面に巻回されたパイプ状の形態を成す
ので、製氷筒体の外周面全体に蒸発器を密着させることができ、製氷筒体を効率よく冷却
することが可能となるという効果を奏する。
【００２５】
　また本発明によれば、供給手段が製氷水を定量的に加圧して製氷室に供給するので、製
氷室に対して安定的に製氷水を供給することができるという効果を奏する。
【００２６】
　また本発明によれば、製氷室の上部域と、その上部域よりも下方の製氷領域との境界箇
所に、上部域の断面積が製氷領域の断面積よりも大きくなることで上部段差が形成されて
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いるので、テーパー状部分で形成された氷が上方に向けて移動する際に、該氷に対する製
氷室の内壁による抵抗を低減させることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、本発明の実施の形態である製氷装置を示し、（ａ）は側面から見た外観
図、（ｂ）は（ａ）の矢印Ａで示す箇所の断面図である。
【図２】図２は、図１の製氷装置に係る製氷部の外観を示し、（ａ）は製氷部の側面図、
（ｂ）は（ａ）の斜め上方から見た斜視図、（ｃ）は（ａ）の斜め下方から見た斜視図で
ある。
【図３】図３は、図２の製氷筒体にパイプ状の蒸発器とヒーターとを組付けた組立て状態
を示し、（ａ）はその上方から見た上面図、（ｂ）は下方から見た底面図である。
【図４】図４は、図３の製氷筒体にアイスブレーカー及びジョイントを組付けた組立て状
態を示し、（ａ）はその斜め上方から見た斜視図、（ｂ）は斜め下方から見た斜視図、（
ｃ）は（ｂ）からジョイントを取り外した斜視図である。
【図５】図５は、製氷部の断面図である。
【図６】図６は、製氷筒体の断面図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態である製氷装置の変形例の要部を示す断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態に係る製氷装置を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２９】
　図１に示すように、この実施の形態に係る製氷装置１は、製氷筒体に収容した製氷水を
凍らせて氷片を形成する断熱構造の製氷部１０と、製氷部１０により形成された氷片を簀
の子上に貯留する断熱構造の貯氷部２０とからなる。
【００３０】
　貯氷部２０は、有底円筒状の内筒２１と外筒２２との間に断熱心材として硬質プラスチ
ックフォームの原液を注入して発泡成形した断熱材２３により断熱筐体として形成され、
上端開口が断熱構造の蓋体３０により閉塞されている。
【００３１】
　この貯氷部２０の底部における中心部には、製氷部１０が貫通する開口が設けられ、こ
の開口を介して製氷部１０の上端部が貯氷部２０の内部に臨むように構成されている。尚
、貯氷部２０の断熱材２３は、後述する製氷部１０を貯氷部２０の底部を貫通させたうえ
で硬質プラスチックフォームの原液を注入して発泡成形することによって形成されるもの
である。また、製氷部１０と貯氷部２０の結合部には適宜Ｏリングなどのパッキングが装
着されている。
【００３２】
　製氷部１０は、図１の（ｂ）に示すように、上端部が貯氷部２０の内部に臨む製氷筒体
１１と、この製氷筒体１１の外周面に巻回されたパイプ状の蒸発器１２と、製氷筒体１１
の上端部に固着されたアイスブレーカー１３と、製氷筒体１１の下端部に固着されたジョ
イント１４と、製氷筒体１１の外周面に巻回された蒸発器１２の周囲を囲繞する断熱材（
発泡型により発泡成形）１５とを備え、断熱材１５により断熱構造体として形成されてい
る。
【００３３】
　製氷筒体１１は、図３及び図４にも示すように、金属製（例えば、ステンレス製）の円
柱体であって、リボルバー型拳銃の回転式弾倉のような形状を有する。すなわち、製氷筒
体１１は、円柱体の周縁に沿って複数の製氷室１１１，１１１・・・が相互に所定の間隔
をおいて形成されてなるものであり、この例では６０度の間隔をおいて６個の製氷室１１
１，１１１・・・が設けられている。
【００３４】
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　それぞれの製氷室１１１は、横断面円形であって製氷筒体１１に上下方向に延在する穴
として形成され、その上端に製氷室１１１と同様横断面円形の吐出口１１１ａを有してい
る。また、それぞれの製氷室１１１は、下端に製氷筒体１１よりも一回り小さい円形の窪
み１１２の周囲を形成する周壁１１３の肉により横断面円形の一部が閉塞された半円状の
導入口１１１ｂを有している。
【００３５】
　そして、製氷室１１１は、図５及び図６の断面図に示すように、少なくともパイプ状の
蒸発器１２が巻回された製氷領域ＩＭＫが、下部側から上部側に向かうに従って断面積が
漸増するテーパー状部分として形成されている。
【００３６】
　この場合、テーパーの勾配は、水が氷に変化するときの体積膨張（１．０９倍）に合わ
せて定められている。より詳細には、製氷室１１のテーパー状部分（製氷領域ＩＭＫ）は
、該テーパー状部分の下端の断面積に対する該下端以外の断面積の比が１より大きく１．
０９以下となる態様でテーパーの勾配が定められている。
【００３７】
　また、製氷領域ＩＭＫの下端とその下部域との境界箇所には製氷領域ＩＭＫの下端の断
面積がその下部域の断面積に対して大きくなることで下部段差１１１ｃ（図６参照）が設
けられている。
【００３８】
　更に、製氷領域ＩＭＫの上端とその上方域との境界箇所にはその上方域の断面積が製氷
領域ＩＭＫの上端の断面積に対して大きくなることで上部段差１１１ｄ（図６参照）が設
けられている。
【００３９】
　また、製氷筒体１１の上端における中心部には、ねじ穴１１４（図３参照）が形成され
ている。このねじ穴１１４は、製氷筒体１１の中心に位置し、６個の製氷室１１１のそれ
ぞれの中心軸がねじ穴１１４の中心軸から同一半径上に位置している。
【００４０】
　また更に、製氷筒体１１の下端の窪み１１２の中心部には逆円錐状の突起１１５が形成
されている。この窪み１１２の周囲を形成する周壁１１３には、温度センサーＳ１が装着
される穴（不図示）が形成されるとともにジョイント１４をねじ止めするねじ穴１１６が
形成されている。
【００４１】
　パイプ状の蒸発器１２は、製氷筒体１１の中間部位、すなわち、製氷体１１に形成され
た製氷室１１１における製氷水が流動する下部域よりも上方の製氷領域ＩＭＫ（図５参照
）に対応する部位の外周面に３～４ターン巻回されてなる。蒸発器１２は、入口パイプ１
２１に液冷媒、すなわち、冷凍サイクルを構成する圧縮機の運転により圧縮された高温高
圧のガス冷媒を凝縮器により冷却して高温高圧の液冷媒とするととともに膨張機構により
一定の圧力とされた液冷媒が供給され、かつこの液冷媒が製氷筒体１１の外周面に巻回さ
れた蒸発器１２を通過する際に製氷筒体１１から熱を奪って蒸発した後のガス冷媒が蒸発
器１２の出口パイプ１２２を介して圧縮機に戻されるように構成されている。
【００４２】
　冷凍サイクルは、製氷筒体１１における蒸発器１２が巻回された部位（つまり、製氷室
１１１の製氷範囲ＩＭＫ）を所定の温度（例えば、零下１０度）となるように冷却した後
、製氷筒体１１が所定の温度を維持するように運転制御される。
【００４３】
　尚、出口パイプ１２２にはガス冷媒の温度を検出する温度センサーＳ２が断面Ｓ字状の
取付金具１２３を介して取付けられている。この温度センサーＳ２は、蒸発器１２の出口
温度を検出して圧縮機の運転効率を高める周知のものである。
【００４４】
　アイスブレーカー１３は金属製のもので、図５及び図６に示すように、ねじ部１３１と
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氷片形成部１３２とからなる。ねじ部１３１は、製氷筒体１１の上端に形成されたねじ穴
１１４に対応する雄ねじが形成されてなり、このねじ部１３１をねじ穴１１４に螺合させ
ることによりアイスブレーカー１３が製氷筒体１１に固着される。
【００４５】
　氷片形成部１３２は、ねじ部１３１よりも一回り大きく、かつ製氷筒体１１に設けられ
た６個の製氷室１１１の穴と重なり合うことのない大きさであって、円筒部１３２ａと傾
斜面部１３２ｂとからなる。円筒部は、製氷筒体１１の上端から所定寸法だけ上方に延在
するものである。傾斜面部１３２ｂは、円筒部１３２ａから製氷筒体１１に設けられた６
個の製氷室１１１の穴の軸線をそれぞれ横切るように放射状に拡がった傾斜面を有する六
面体のものである。
【００４６】
　ここで、アイスブレーカー１３を製氷筒体１１に固着する際、傾斜面部１３２ｂにおけ
る六面体のそれぞれの傾斜面が製氷筒体１１に設けられた６個の製氷室１１１の穴にそれ
ぞれ対峙するように位置決めされる。また、アイスブレーカー１３の氷片形成部１３２に
は、上下方向に穿孔されるともに底部に横穴が形成された水抜き穴１３３が形成されてい
る。
【００４７】
　ジョイント１４は、金属製のもので、図５に示すように、製氷水が供給される漏斗状の
製氷水導入部１４１と、製氷水導入部１４１の上部に連接された円筒状の結合部１４２と
、製氷水導入部１４１の上端から外方に延在する鍔部１４３とからなる。
【００４８】
　円筒状の結合部１４２は、製氷筒体１１の下端に形成した窪み１１２に嵌合する大きさ
に形成されるとともに外周面にＯリングＰの保持溝が形成されている。鍔部１４３は、製
氷筒体１１の径よりも一回り大きな径を有し、製氷筒体１１の下端の周壁１１３に設けた
温度センサーＳ１が装着される穴（不図示）及びねじ穴１１６に対応してねじの挿通穴１
４３ａが設けられている。
【００４９】
　製氷水導入部１４１は、円錐状の底部に製氷水導入管１４１ａが形成されてなり、この
製氷水導入管１４１ａに製氷水の供給パイプ、例えば、製氷水としての水道水を貯留する
貯留タンク（シスターン）からの供給パイプが接続される。
【００５０】
　ここで、この製氷装置１は、製氷装置１自身では水位調節機構を有していない一方、良
質の氷片を連続して製氷するには製氷筒体１１（製氷室１１１）内の水位を製氷筒体１１
に巻回された蒸発器１２の高さ位置の適切な水位に保つ必要がある。この場合、適切な水
位とは製氷筒体１１の製氷室１１１における製氷領域ＩＭＫ（図５、図６参照）の上限の
水位である。
【００５１】
　そこで、水位調節機構を有するシスターンを製氷装置１と横並びに設置して製氷筒体１
１（製氷室１１１）内の水位をシスターンの水位と同一となるようにすれば、製氷筒体１
１（製氷室１１１）内の水位を製氷筒体１１に巻回された蒸発器１２の高さ位置の適切な
水位に保つことができる。尚、ジョイント１４は金属製に限るものではない。
【００５２】
　断熱材１５は、製氷筒体１１に対して蒸発器１２、アイスブレーカー１３及びジョイン
ト１４を組付けて形成したアセンブリー部品を発泡型の内部に収容した状態で、発泡型に
硬質プラスチックフォームの原液を注入して発泡成形することによりアセンブリー部品の
周囲を囲繞して製氷部１０を断熱構造体とするものである。
【００５３】
　尚、製氷筒体１１の下部の外周面に巻回された板状のヒーター１６（図３及び図４参照
）は、ジョイント１４における製氷水導入部１４１に供給された製氷水が凍結するのを防
止するものである。
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【００５４】
　製氷装置１の運転により貯氷部２０が満杯となって製氷装置１の運転を停止した際、製
氷筒体１１の製氷室１１１内の氷によりジョイント１４における製氷水導入部１４１内に
滞留した製氷水が凍結してしまうおそれがある。
【００５５】
　そこで、製氷筒体１１の下端に形成された周壁１１３に装着された温度センサーＳ１か
らの検出出力に基づいてヒーター１６に通電し、ジョイント１４における製氷水導入部１
４１内に滞留した製氷水が凍結することがないようにされている。
【００５６】
　ヒーター１６は絶縁体により被覆されており、その両端には端子Ｔ１，Ｔ２が固着され
ている。また、ヒーター１６は弾性を有するばね材により馬蹄形状に形成するのが良く、
この場合には製氷筒体１１の外周面にヒーター１６を密着させることができる。
【００５７】
　製氷部１０の組立てについて以下に説明する。すなわち、製氷部１０の組立ては、製氷
筒体１１の上端に形成したねじ穴１１４にアイスブレーカー１３のねじ部１３１を螺合さ
せて製氷筒体１１にアイスブレーカー１３を固着する。
【００５８】
　この場合、アイスブレーカー１３の傾斜面部１３２ｂにおける六面体のそれぞれの傾斜
面が製氷筒体１１に設けられた６個の製氷室１１１の穴にそれぞれ対峙するように位置決
めして固着する。
【００５９】
　次いで、製氷筒体１１の下端に形成した窪み１１２にジョイント１４の円筒状の結合部
１４２を嵌め込んでジョイント１４を取付けるのであるが、この場合、製氷筒体１１を倒
置した状態で網目状の水フィルタ１７（図４参照）を窪み１１２の底部に設置したうえで
、当該窪み１１２にジョイント１４の円筒状の結合部１４２を嵌め込む。これにより水フ
ィルタ１７は結合部１４２と窪み１１２の底部との間に挟持される。
【００６０】
　その後、ジョイント１４の鍔部１４３に設けた挿通穴１４３ａを介して製氷筒体１１の
周壁１１３に設けたねじ穴１１６にねじを螺合させて製氷筒体１１にジョイント１４を固
着する。そして、端子Ｔ１，Ｔ２付きのヒーター１６を製氷筒体１１の外周面に装着する
。この場合、ヒーター１６が弾性を有する馬蹄形状に形成されている場合には、ヒーター
１６の両端が離隔するように広げて製氷筒体１１の外周面に装着したうえでヒーター１６
から手を離すと、ヒーター１６の両端が接近してヒーター１６が製氷筒体１１の外周に密
着する。
【００６１】
　次いで、製氷筒体１１の外周面にパイプ状の蒸発器１２を巻回する。この場合、蒸発器
１２は、製氷筒体１１に巻回される蒸発管路と入口パイプ１２１及び出口パイプ１２２に
分割され、蒸発管路を製氷筒体１１に巻回した後、その両端に入口パイプ１２１及び出口
パイプ１２２をそれぞれ接続する。
【００６２】
　尚、蒸発管路と入口パイプ１２１及び出口パイプ１２２とに分割することなく、一本の
長いパイプを螺旋状に３～４ターンに巻いたうえで螺旋状の接線方向に延在するパイプを
鉛直方向に折り曲げて入口パイプ１２１及び出口パイプ１２２を形成することもでき、ま
た、パイプ状の蒸発器１２を直接製氷筒体１１に巻き付けるのではなく、予め所定形状（
３～４ターンの螺旋状部に入口パイプ，出口パイプを接続したもの）に形成しておき、こ
の蒸発器１２を製氷筒体１１に半田接合して取り付けることもできる。
【００６３】
　上述したように、製氷筒体１１に対してヒーター１６、蒸発器１２、アイスブレーカー
１３及びジョイント１４を取り付けて形成したアセンブリー部品を発泡型の内部に収納し
て断熱材１５を発泡成形する。この場合、発泡型からは製氷筒体１１の上部（頭部）、蒸
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発器１２の入口パイプ１２１、出口パイプ１２２、ヒーター１６の端子Ｔ１，Ｔ２及び温
度センサーＳ１のコネクタ部が露出するように、アセンブリー部品を発泡型の内部に収容
した状態で発泡型に硬質プラスチックフォームの原液を注入して発泡成形することにより
アセンブリー部品の周囲を断熱材１５で囲繞した製氷部１０が作製される。尚、断熱材１
５は、上部（頭部）１５ａが胴部１５ｂに対して一回り小さく形成されてなるものである
。
【００６４】
　このように作製された製氷部１０を、貯氷部２０を構成する有底円筒状の内筒２１と外
筒２２のそれぞれの底部に組み付ける。この場合、有底円筒状の内筒２１の底部の開口は
貯氷部１０における製氷筒体１１の上部（頭部）が貫通可能な大きさに形成され、有底円
筒状の外筒２２の底部の開口は貯氷部１０における断熱材１５の頭部１５ａが貫通可能な
大きさに形成されている。
【００６５】
　従って、製氷部１０を貯氷部２０の底部に組み付けた際、製氷部１０における断熱材１
５の胴部１５ｂの段差部が貯氷部２０の外筒２２の底部に形成した開口の周縁に当接して
位置決めされる。この状態で、貯氷部２０の内筒２１と外筒２２との間に硬質プラスチッ
クフォームの原液を注入して発泡成形することによって、貯氷部２０が断熱構造体として
形成されるとともに製氷部１０と貯氷部２０とが強固に結合された製氷装置１が作製され
る。
【００６６】
　ここで、製氷部１０を貯氷部２０の底部に組み付ける際、製氷部１０における製氷筒体
１１の上部側外周部にＯリングＰ１（図１の（ｂ）参照）が装着されるものであり、これ
により貯氷部２０の内筒２１の開口と製氷部１０における製氷筒体１１の頭部との間がシ
ールされる。
【００６７】
　尚、製氷部１０の貯氷部２０への組み付けは、前述した例に限らず、製氷部１０と貯氷
部２０とをそれぞれ断熱構造体として別個に作製したうえで製氷部１０を貯氷部２０底部
に設けた開口に嵌合させて組み付けることもできるものである。
【００６８】
　さて、製氷装置１を運転する際、不図示のシスターンからジョイント１４を介して製氷
筒体１１の製氷室１１１に製氷水が供給される。すなわち、シスターンからジョイント１
４の製氷水導入管１４１ａを介して製氷筒体１１の下端の窪み１１２に供給された製氷水
は、製氷室１１１の下端に形成された半円状の導入口１１１ｂを通ってそれぞれの製氷室
１１１内に流入する。
【００６９】
　この場合、製氷筒体１１の下端に設けた窪み１１２内には製氷水が貯留されるが、その
中心部には逆円錐状の突起１１５が形成されており、窪み１１２内は製氷水により満たさ
れるので、気泡が生じることがない。
【００７０】
　そして、製氷室１１１内に貯留された製氷水の水位は、少なくともパイプ状の蒸発器１
２が巻回された製氷領域ＩＭＫ（図５参照）の上限位置となる。つまり、この製氷装置１
自体は水位調節機能を備えておらず、製氷水を所定水位の範囲で貯留する水位調節機構を
有するシスターンを、製氷装置１と横並びに設置して製氷室１１１内の水位をシスターン
の水位と同一となるように構成されているので、製氷室１１１内に貯留される製氷水の水
位が製氷領域ＩＭＫ（図５参照）の上限位置となるようにシスターンの設置位置が定めら
れている。これにより、シスターンから製氷室１１１内に供給された製氷水は、製氷領域
ＩＭＫ（図５参照）における上限位置まで貯留される。
【００７１】
　かかる状態で冷凍サイクルの圧縮機を運転して高温高圧の液冷媒を供給し、蒸発器１２
に液冷媒を供給すると、この液冷媒が製氷筒体１１の外周面に巻回された蒸発器１２を通
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過する過程において製氷筒体１１から熱を奪って蒸発してガス冷媒となる際に製氷筒体１
１を冷却する。
【００７２】
　この場合、蒸発器１２による冷却は、製氷筒体１１が所定の温度（例えば、零下１０度
）となるように定められており、製氷室１１１に貯留された製氷水のうち、製氷領域ＩＭ
Ｋ（図５参照）の製氷水の温度が摂氏０度以下に冷却されると製氷室１１１の内壁から中
心に向かって徐々に凍って氷となる。
【００７３】
　このように製氷水が氷になるときの体積膨張により製氷室１１１の内壁は圧力を受ける
が、製氷室１１１を形成する製氷筒体１１が金属製（例えば、ステンレス製）であること
から変形することはなく、逆に、製氷室１１１の内壁からの反作用により氷に圧力が加わ
る。
【００７４】
　ここで、製氷室１１１の製氷領域ＩＭＫにおいては下部側から上部側に向かうに従って
断面積が漸増するテーパー状に形成されているので、氷に加わった圧力の一部は氷を上向
きに押し上げる推進力となる。
【００７５】
　また、製氷領域ＩＭＫの下端とその下部域との境界箇所には製氷領域ＩＭＫの下端の断
面積がその下部域の断面積に対して大きくなる下部段差１１１ｃが設けられているので、
製氷領域ＩＭＫの下端で形成された氷が下部段差１１１ｃの水平面に引っ掛かり、当該当
下部段差１１１ｃからの反作用で氷を上向きに押し上げる推進力となる。
【００７６】
　このように製氷室１１１における製氷領域ＩＭＫで製氷された氷には、その製氷が進行
するにつれて上向きに押し上げられる推進力が作用して製氷室１１１内を上方に押し上げ
られる。
【００７７】
　上方に押し上げられた氷の後にはシスターンから製氷室１１１の下部域を通って供給さ
れた製氷水が侵入して製氷室１１１の製氷領域ＩＭＫにおいては連続して製氷が進行する
ので、製氷室１１１の製氷領域ＩＭＫにおいて製氷された氷は連続して上方に押し上げら
れ、あたかも氷柱が逆方向に成長するかのごとき態様で製氷室１１１の上方に向けて円柱
状の氷塊が上方へ進行してゆく。
【００７８】
　尚、製氷室１１１における製氷領域ＩＭＫは、製氷領域ＩＭＫに供給する製氷水が通る
（流動する）下部域を残しているので、製氷室１１１への製氷水の供給通路が氷結して製
氷水が供給されなくなることはない。
【００７９】
　製氷室１１１の製氷領域ＩＭＫから製氷室１１１内を上方へ進行していく氷塊は、製氷
室１１１の製氷領域ＩＭＫの上端とその上方域との境界箇所にはその上方域の断面積が製
氷領域ＩＭＫの上端の断面積に対して大きくなる上部段差１１１ｄが設けられている。
【００８０】
　つまり、製氷領域ＩＭＫの断面積に対してその上方域の断面積が大きく形成されている
ので、製氷室１１１内を上方へ進行する氷塊は製氷室１１１の内壁による抵抗を受けるこ
とがない。
【００８１】
　また、製氷室１１１での連続した製氷により製氷室１１１内を上方へ進行する円柱状の
氷塊の上端が製氷室１１１の吐出口１１１ａから出てからアイスブレーカー１３における
傾斜面部１３２ｂに到達するまでの行程においてはその氷塊の進行を妨げるものがないの
で、円柱状の氷塊は、アイスブレーカー１３における円筒部１３２ａに沿って上方（鉛直
方向）へ進行する。
【００８２】



(11) JP 6237904 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

　そして、上方（鉛直方向）へ進行する氷塊の上端がアイスブレーカー１３の傾斜面部１
３２ｂに接触すると鉛直方向に延在する氷塊の進行方向が方向転換される。この場合、製
氷室１１１内の氷塊は製氷室１１１の内壁に保持されて鉛直姿勢が維持される一方、製氷
室１１１の吐出口１１１ａから出た氷塊の周縁を保持する部材がないことから鉛直姿勢を
維持することができなくなる。
【００８３】
　このため、上方（鉛直方向）へ進行する氷塊の上端がアイスブレーカー１３の傾斜面部
１３２ｂに接触すると鉛直方向に延在する氷塊の進行方向が方向転換されると、製氷室１
１１の吐出口１１１ａから出た氷塊は製氷室１１１の縁部を支点として屈曲して破壊応力
を超えると折れて氷片となる。
【００８４】
　このようにして形成された氷片は、貯氷部２０内に落下して貯氷される。貯氷部２０に
氷片が貯留されて満杯となると、冷凍サイクルの圧縮機の運転を停止して製氷装置１は待
機状態となる。尚、図示は省略したが、貯氷部２０内には貯留された氷片を攪拌して大き
な氷塊となるのを抑制する攪拌手段が設けられているものである。
【００８５】
　かかる待機状態において製氷室１１１の製氷領域ＩＭＫには氷が残っており、かつ製氷
室１１１における製氷領域ＩＭＫの下部域の製氷水が流動せずに滞留していることから氷
結するおそれがある。
【００８６】
　そこで、製氷筒体１１の下端に設けた温度センサーＳ１により製氷筒体１１の下部の冷
却温度を監視し、当該温度センサーＳ１の出力に基づいて製氷室１１１の下部域に滞留し
た製氷水が氷結する以前にヒーター１６に通電する。
【００８７】
　これにより製氷室１１１の下部域に滞留した製氷水が氷結して製氷装置１により製氷を
再開する際に製氷室１１１に製氷水が供給されなくことを防止することができる。
【００８８】
　また、この種の製氷装置１が設置される環境温度（仕様）は、約１℃～４０℃の範囲に
定められているが、冬季の夜間（特に、寒冷地）には室内であっても０℃以下になること
があり、シスターンから製氷装置１までの供給管路について破裂防止対策を施したとして
も製氷筒体１１における製氷室１１１の下部域に滞留した製氷水が氷結するおそがあり、
この場合には外気温度を検出する温度センサー（不図示）の検出出力に基づいてヒーター
１６に通電するようにすることもできる。
【００８９】
　また、ヒーター１６への通電により製氷水を加熱することによって製氷水の温度を高め
ることができ、これによって高温の水がより低温の水よりも短時間で凍る現象、すなわち
、ムペンバ効果を得ることができる。
【００９０】
　実施の形態では、製氷室１１１は、断面形状が円形のものについて説明したが、断面形
状が四角などの多角形とすることができるものであり、実施の形態の形状に限定されるも
のではない。
【００９１】
　また、実施の形態では、貯氷部２０が蓋体３０を備えたものについて説明したが、蓋体
３０を持たない密閉構造とするとともに貯氷部２０の側壁に氷片投出口（不図示）を設け
、かつ氷片投出口を開閉する氷搬出扉と、この氷搬出扉を開閉制御するソレノイドと、こ
のソレノイドに駆動指令を与える開閉ボタンとを設け、開閉ボタンの操作によりソレノイ
ドを駆動して氷搬出扉を開閉して氷を搬出するように構成することもできる。この場合、
氷搬出扉を開放する際、貯氷部２０に設けた攪拌手段を同時に作動させて貯氷部２０に貯
氷された氷片を攪拌すると氷片投出口からの氷の搬出を確実なものとすることができる。
【００９２】
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　更に、実施の形態では、製氷筒体１１の外周面にヒーター１６を装着したものについて
説明したが、このヒーター１６に代えて蒸発器１２を凝縮器として利用、つまり、蒸発器
１２を通過する冷媒を逆流させることによって凝縮器として機能させることによりヒータ
ー１６を削除することもできるものである。
【００９３】
　上述したように、この実施の形態に係る製氷装置１においては、圧縮機と凝縮器と膨張
機構と蒸発器１２とからなる冷凍サイクルを有するものであって、上下方向に直線的に延
在する穴の上端に吐出口１１１ａを有するとともに下部に製氷水の導入口１１１ｂを有す
る製氷室１１１が形成された製氷筒体１１と、導入口１１１ｂを介して製氷室１１１内に
供給された製氷水を凍らせるように製氷筒体１１を冷却する蒸発器１２と、製氷筒体１１
における製氷室１１１の上方域に位置して当該製氷室１１１の軸線を横切る氷片形成部１
３２を有するアイスブレーカー１３とを備えている。そして、製氷筒体１１における製氷
室１１１は、下部側から上部側に向かうに従って断面積が漸増するテーパー状部分（製氷
領域ＩＭＫ）を有してなり、蒸発器１２による冷却により製氷水が氷に変化するときの体
積膨張による圧力で氷を押し上げる推進力として製氷室１１１内を上方に進行する柱状の
氷塊を形成し、製氷の進行により製氷室１１１の吐出口１１１ａから押し出された柱状の
氷塊の進行方向をアイスブレーカー１３の氷片形成部１３２に当接させて柱状の氷塊が破
壊応力を超えて折れる態様で方向転換させて氷片を形成するものである。これにより、製
氷水が氷になるときの体積膨張による圧力で氷を所定方向に進行させる推進力として駆動
源レスによりチップ状の氷片を形成することができ、オーガ式製氷機のように、製氷筒内
壁面に着氷した薄氷をフレーク状に切削して押し上げるオーガを駆動する駆動モータを必
要とせずにチップ状の氷片を形成することが可能となるという効果を奏する。
【００９４】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではな
く、種々の変更を行うことができる。
【００９５】
　上述した実施の形態では、製氷室１１１に対する製氷水の供給をシスターンから行って
いたが、本発明においては、図７に示すように、製氷筒体１１の下部に、例えばインジェ
クタ等に代表される定量ポンプにより構成される供給手段４０を設けてもよい。この供給
手段４０は、製氷水を定量的に加圧して製氷室１１１に供給するものである。このような
供給手段４０を通じて製氷水を供給することにより、製氷室１１１に対して安定的に製氷
水を供給することができる。また製氷装置の全体の小型化を図ることができる。
【符号の説明】
【００９６】
　１…製氷装置、１０…製氷部、１１…製氷筒体、１２…蒸発器、１３…アイスブレーカ
ー、１４…ジョイント、１５…断熱材、１６…ヒーター、２０…貯氷部、１１１…製氷室
、１１１ａ…吐出口、１１１ｂ…導入口、１１２…窪み、１１５…突起、１３１…ねじ部
、１３２…氷片形成部、１３２ａ…円筒部、１３２ｂ…傾斜面部。
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